
第2次計画以降の社会的な変化

・ 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、「持続可能な開発目標（SDGs）」においてあらゆる主体
が持続可能な社会づくりに向けて取り組むことが求められるように。

・ パリ協定の採択を受け、我が国としても2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス46％削減（2013年度
比）を目指す目標。また、気候変動のさまざまな影響に対応する適応策も重要性を増す。

・ 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動（＝ネ
イチャーポジティブ）をとることが掲げられる。

・ 海洋プラスチックごみ問題とプラスチック資源循環促進法の成立により、プラスチックを再生素材や再生可能資源
に切り替える資源循環促進の方針が打ち出される




